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③相談支援事業
【表中】
基幹相談支援センターの設置の項目について、令和６年度に前倒しする内容に修正。
【見込の考え方】
基幹相談支援センターにつきましては、必要な機能等について協議を行い、令和６年
度中の設置を目指します。

③相談支援事業
【表中】
基幹相談支援センターの設置の項目について、計画期間中の設置を目指す内容。
【見込の考え方】
基幹相談支援センターにつきましては、必要な機能等について協議を行い、計画期間
中の実施を目指します。
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